
約1.6ha

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　自動車教
習所
2　倉庫業を
営む倉庫
3　畜舎
4　建築基準
法別表第二
(ほ)項第2号
で定めるもの
（マージャン
屋、ぱちんこ
屋、風営法対
象外ゲームセ
ンターを除
く。）
5　建築基準
法別表第二
(と)項に掲げ
るもの（同法
別表第二(と)
項第2号を除
く。)

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　工場（店
舗、飲食店そ
の他これらに
類する用途に
供する建築物
に附属するも
ので、作業場
の床面積の合
計が50㎡以内
のものを除
く。）
2　キャバ
レー、料理店
その他これら
に類する風俗
営業等の規制
及び業務の適
正化等に関す
る法律（以下
「風営法」と
いう。）第2
条第4項で定
めるもの
3　建築基準
法別表第二
(り)項第3号
で定めるもの
4　自動車教
習所
5　倉庫業を
営む倉庫

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　工場（店
舗、飲食店そ
の他これらに
類する用途に
供する建築物
に附属するも
ので、作業場
の床面積の合
計が150㎡以
内のものを除
く。）
2　キャバ
レー、料理店
その他これら
に類する風営
法第2条第4項
で定めるもの
3　建築基準
法別表第二
(り)項第3号
で定めるもの
4　自動車教
習所
5　倉庫業を
営む倉庫
6　畜舎
7　ホテル又
は旅館
8　建築基準
法別表第二
(ほ)項第2号

約11.5ha約1.0ha

地上一階部分
の用途が次の
各号に掲げる
建築物以外
は、建築して
はならない。
（敷地が都市
計画道路四角
両谷線に接し
ないものを除
く。）
1　店舗、飲
食店その他こ
れらに類する
用途に供する
もの
2　事務所
3　前各号の
建築物に附属
するもの

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　工場（店
舗、飲食店そ
の他これらに
類する用途に
供する建築物
に附属するも
ので、作業場
の床面積の合
計が50㎡以内
のものを除
く。）
2　自動車教
習所
3　畜舎
4　ホテル又
は旅館
5　ボーリン
グ場等（屋内
施設を除
く。）

約1.6ha 約1.7ha

－

面　　　積 約107.5ha

福岡広域都市計画地区計画の変更（福津市決定）

建築物等の整備の方針

Ｂ地区 Ｄ地区

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画の目標

Ｅ地区

ＪＲ福間駅を中心とする核づくりを目指し、ＪＲ福間駅と国道3号の利便性を生かした商業・業務の計画的な配置及び
西郷川・竹尾緑地等の優れた自然環境を生かした住宅等の計画的な配置により、良好な都市環境の拠点市街地を形成す
る。

地
区
整
備
計
画

建築物等の用途
の制限

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　自動車教
習所
2　建築基準
法別表第二
（ほ）項に掲
げるもの（次
の各号に掲げ
るものを除
く。）
ア　店舗、飲
食店その他こ
れらに類する
もの
イ　観覧場で
客席の部分の
床面積の合計
が3,000㎡以
内のもの
ウ　自動車車
庫
エ　風営法対
象外ゲームセ
ンター

Ｆ地区 Ｈ地区

福間駅東地区全体107.5haのうち地区整備計画8地区41.3haを設定し、商業・業務施設、住宅等の均衡ある土地利用を図
る。
商業系の地区については、商業・業務施設、文化施設等を集積し、高度利用を図る駅前地区（Ａ地区）を中心として、
国道3号の利便性を生かした複合的な商業地区としてＢ地区を形成する。
沿道系の地区（Ｃ地区）については、住居系の土地利用と調和する国道3号の利便性を生かした商業・業務地を形成
し、福間駅に近接する幹線道路沿道（Ｄ地区）、（Ｈ地区）については、商業・業務施設の配置により健全でにぎわい
ある街並みを形成する。
住居系の地区のうち、Ｅ地区、Ｇ地区については、調和ある街並みの形成を考慮した良好な住環境の住宅地を形成する
こととし、F地区については、小学校などの公共施設用地としてふさわしい街区を形成する。

計　画　書

都市計画福間駅東地区地区計画を次のように変更する。

名　　　称

位　　　置

福間駅東地区地区計画

福津市日蒔野一丁目～日蒔野六丁目の全部

土地利用の方針

地区の
区分

（Ａ地区）
商業・業務・文化施設等の配置により、健全で文化的な商業・業務地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築
物の高さの制限及び建築物の壁面の位置の制限を定める。
（Ｂ地区）
沿道型の商業・業務施設等により、利便性の高い商業・業務地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の高
さの制限及び建築物の壁面の位置の制限を定める。
（Ｃ地区）
自動車利用等に対応した商業・業務地の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限を定め
る。
（Ｄ地区）
福間駅に近接する幹線道路沿道の立地条件を生かして、にぎわいのある街並みを形成するために、1階部分の用途の制
限を定める。
（Ｅ地区）
敷地規模などにゆとりがあり、住宅の規模、形態等が調和した良好な住環境の住宅地の形成を図るため、建築物等の用
途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置の制限を定める。
（Ｆ地区）
小学校が整備されていることから、公共施設用地としてふさわしい街区を形成するため、建築物等の用途の制限を定め
る。
（Ｇ地区）
低層戸建て住宅が形成されており、良好な住環境を維持するため、現況の街並みに合わせ、建築物の敷地面積の最低限
度及び建築物の壁面の位置の制限を定める。
（Ｈ地区）
幹線道路の沿道にふさわしい商業・業務地を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限及び土
地利用に関する事項を定める。なお、地区内の建築物のうち、福岡県大規模集客施設の立地基準で位置付ける大規模集
客施設の床面積の合計は、10,000㎡以内とする。

Ｇ地区Ｃ地区

約5.5ha 約15.1ha

地区の
名称

地区の
面積

A地区

約3.3ha

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

次の各号に掲
げる建築物以
外は、建築し
てはならな
い。
1　学校（大
学、高等専門
学校、専修学
校及び各種学
校を除
く。）、図書
館その他これ
らに類するも
の
2　老人ホー
ム、保育所、
福祉ホームそ
の他これらに
類するもの
3　前各号の
建築物に附属
するもの（建
築基準法施行
令第130条の5
で定めるもの
を除く。）



6　畜舎 で定めるもの
(風営法第2条
第1項の第5号
の営業のう
ち、射幸心を
そそる遊技の
用に供さない
ことが明らか
なゲームセン
ター等（以下
「風営法対象
外ゲームセン
ター」とい
う。）を除
く。）
9　住宅又は
共同住宅（都
市計画道路四
角両谷線道路
境界線から50
ｍ以内のもの
を除く。）

－ － － － － －

地区整備計画で定める制限の取り扱いは、上記のほか別に条例で定めるものとする。

「区域、築整備計画の区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」

土地の利用に関する事項

北側区画道路
の敷地境界線
から5ｍとす
る。ただし、
自己用広告物
については、
この限りでは
ない。

都市計画道路
原町津丸線か
ら5ｍとす
る。ただし、
都市計画道路
四角両谷線の
道路境界線か
ら50ｍの範囲
及び自己用広
告物について
は、この限り
ではない。

－

－ －

－

壁面の位置の制限

建築物の敷地面積
の最低限度

建築物の高さの
最高限度

－

－ －

－－

37ｍ。ただ
し、適用に当
たっては、次
のとおりとす
る。
1　北側区画
道路の敷地境
界線からの距
離が5ｍ以上
25ｍ以下の範
囲について
は、建築物の
高さの最高限
度を10ｍとす
る。

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　自動車教
習所
2　倉庫業を
営む倉庫
3　畜舎
4　建築基準
法別表第二
(ほ)項第2号
で定めるもの
（マージャン
屋、ぱちんこ
屋、風営法対
象外ゲームセ
ンターを除
く。）
5　建築基準
法別表第二
(と)項に掲げ
るもの（同法
別表第二(と)
項第2号を除
く。)

30ｍ。ただ
し、適用に当
たっては、次
のとおりとす
る。
1　都市計画
道路原町津丸
線の敷地境界
線からの距離
が5ｍ以上20
ｍ以下の範囲
（都市計画道
路四角両谷線
の道路境界線
から50ｍの範
囲を除く。）
については、
建築物の高さ
の最高限度を
10ｍとする。

－ －

165㎡。ただ
し、土地区画
整理事業の換
地処分により
生じた一筆の
土地について
は、この限り
ではない。

－

地上一階部分
の用途が次の
各号に掲げる
建築物以外
は、建築して
はならない。
（敷地が都市
計画道路四角
両谷線に接し
ないものを除
く。）
1　店舗、飲
食店その他こ
れらに類する
用途に供する
もの
2　事務所
3　前各号の
建築物に附属
するもの

次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　工場（店
舗、飲食店そ
の他これらに
類する用途に
供する建築物
に附属するも
ので、作業場
の床面積の合
計が50㎡以内
のものを除
く。）
2　自動車教
習所
3　畜舎
4　ホテル又
は旅館
5　ボーリン
グ場等（屋内
施設を除
く。）

自動車修理工
場は、西側区
画道路から5
ｍとする。

－ － －

1.0ｍ。

北側区画道路
（市道「日蒔
野92号線」）
に面し車両用
出入口を設け
ないものとす
る。ただし、
建築基準法別
表第二（い）
項に掲げる用
途に供する建
築物の敷地に
設けるもの及
び敷地面積の
合計が1,000
㎡以下の敷地
に設けるもの
については、
この限りでは
ない。

165㎡。

1.0ｍ。

－

－ 次の各号に掲
げる建築物
は、建築して
はならない。
1　自動車教
習所
2　建築基準
法別表第二
（ほ）項に掲
げるもの（次
の各号に掲げ
るものを除
く。）
ア　店舗、飲
食店その他こ
れらに類する
もの
イ　観覧場で
客席の部分の
床面積の合計
が3,000㎡以
内のもの
ウ　自動車車
庫
エ　風営法対
象外ゲームセ
ンター

次の各号に掲
げる建築物以
外は、建築し
てはならな
い。
1　学校（大
学、高等専門
学校、専修学
校及び各種学
校を除
く。）、図書
館その他これ
らに類するも
の
2　老人ホー
ム、保育所、
福祉ホームそ
の他これらに
類するもの
3　前各号の
建築物に附属
するもの（建
築基準法施行
令第130条の5
で定めるもの
を除く。）



理　由

用途地域の変更に伴い、緩和される建築物の用途のうち、地域に必要のないものについて地区計画で制限することで、地域の特性にあわせた土地利用の特化
を図るため、地区計画を変更するものです。


